
令和 8年度農薬危害防止運動 農林水産省・厚生労働省・環境省・都道府県共催

https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/ 農薬の適正使用　農林水産省
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住宅地等で農薬を使用する
際の周辺への配慮及び
飛散防止対策の徹底

土壌くん蒸剤を使用した
後の適切な管理の徹底

確認しよう！農薬ラベルによる
使用基準の徹底確認

使用前に必ずラベルで
作物名・使用方法・防護装備の
確認をしましょう！

適用作物・害虫と使用方法
農林水産省登録番号第 00000 号
有効成分：●●●●●●…40%

作物名 適用病害虫 希釈倍数 使用時期 総使用回数 使用方法
○○○
○○○
○○○

○○○○○○○○
○○○○○○○○
○○○○○○○○

2000 倍
2000倍
1500倍

発生初期
発生初期
発生初期

3回
4回
5回

散布
散布
散布

○○××剤 農林水産省登録番号第 00000 号
有効成分：●●●●●●…40%

総使用回数 使用方法
3 回
4回
5回

散布
散布
散布

周辺への配慮及び
飛散防止対策の徹底

農
薬
散
布
は

無
風
ま
た
は

風
が
弱
い
時
に

し
ま
し
ょ
う
！

近隣住民への
事前告知
近隣住民への
事前告知

誤飲を防ぐため、施錠された
場所に保管する等保管管理の徹底

誤飲防止のため
移し替えは厳禁！

看板の設置等
周囲に配慮

土壌くん蒸剤
立ち入り禁止
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6月から９月の4か月間は、県が定める農薬適正使用推進期間です。
鹿児島県・鹿児島県農業環境協会


